
　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２４年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
9. 教育費 3. 公民館活動事業

5. 社会教育費 6. 臼井公民館活動事業

3. 公民館費 臼井公民館

（佐倉市）　　

0

平成24年度 0

経常 単独 1,125 51 0
平成25年度 0

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

1,176 1,176

1,161 1,161

市民の趣味、教育、健康など潜在する自己の才能を見つ 　市民に対して、等しく開かれた学習機会を提供する。 市民にとっては、公民館事業へ参加する事により地域に

けて磨く生きがいづくり、人権が尊重される社会などの実現に向けた学 対する関心が高まります。その結果、地域住民が「集い」「学び」「む

習を支援します。 すぶ」ことの目的を実現していくための住民相互のネットワーク化を図

ることができる。

新たな講師・人材の確保 　従来の講座内容を見直し、市民が参加しやすく 社会教育法で、公民館は、市町村その他一定区域

開かれた学習機会を提供する。 内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種

の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図

り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する事を目的とすると規定

します。

08 621 621 0

09 30 30 0

11 204 247 △43

12 81 81 0

14 105 52 53

18 120 94 26

差引一般財源 1,176 1,161 1,125 36


